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 当所１号機は起動操作中ですが、原子炉保護系における原子炉圧力の計

測に用いている計器の元弁が、本来開いているべきところ閉まっていたこ

とにより、原子炉保護系における計測が正しく行われていなかったため、

本日午前７時 37 分、保安規定に定める「運転上の制限」＊ を満足していな

いと判断いたしました。また非常用復水器系においても動作不能であると

判断し、午前８時 37 分、「運転上の制限」の逸脱と判断しました。 

このため、起動操作を中断しております。   （ 本日お知らせ済み ） 

 

 その後、閉まっていた計器の元弁を開き、原子炉保護系および、非常用

復水器系における原子炉圧力の計測が正常に行われていることを確認した

ため、本日午後４時 35 分、運転上の制限を逸脱している状態から復帰いた

しました。 

原因について今後、調査いたします。 

なお、起動操作については、類似の弁について問題がないことを確認し

た後、準備ができ次第、再開いたします。 

 

本事象による外部への放射能の影響はありません。 

以 上 

 

 

＊ 運転上の制限 

保安規定では原子炉の運転に関し、「運転上の制限」や「運転上の制限を満足

しない場合に要求される措置」等が定められており、運転上の制限を満足しない

場合には、要求される措置にもとづき対応することになる。 

http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/press_f1/2007/pdfdata/bi7a29-j.pdf

